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サービス利用に関する基本規約 

 

 「EPG サービス申込書」（以下「申込書」といいます。）に記載の各種サービス（以下「各種サービス」といいま

す。）は、「EPG」のブランドにて、申込書記載のサービス提供会社（以下「サービス提供会社」といいます。）によ

り運営・提供され、お客様は、販売代理店（申込書記載の統括代理店（以下「統括代理店」といいます。）がある

場合は、統括代理店及び販売代理店）を通じて販売代理店との間で各種サービスの提供・利用に係る契約（以下

「本契約」といいます。）の申込み及び締結をすることにより、本契約に規定される条件に従って、各種サービス

を利用することができます。 

第 1 条（規約の適用） 

１．本「サービス利用に関する基本規約」（以下「本規約」といいます。）は、お客様が申込書に記載の販売代理店（以

下「販売代理店」といいます。）に対して、申込書によりお申込み頂く、申込書に記載の各種サービス（以下「各

種サービス」といいます。）の提供に関する契約条件を定めたものとなります。 

２．本規約に従い、販売代理店との間で本契約を締結することにより、お客様は、直接に、又は、統括代理店もしくは

販売代理店を通じて、サービス提供会社（以下「サービスキャリア」といいます。）の提供する各種サービスを利

用することができます。なお、お客様は各種サービスの利用にあたり、サービスキャリアが定める規約（基準、規

則、細則等、名称の如何を問わず、統括代理店が定める規約等がある場合は当該規約等を含み、以下「サービス規

約」といいます。）を遵守するものとします。 

３．本契約には、本規約及びサービス規約が含まれるものとし、本規約及びサービス規約の遵守は、本契約上の義務を

構成するものとします。なお、サービス規約と本規約の規定に両立しない矛盾もしくは抵触する定めがある場合

は、別段の定めがない限り、本規約が優先して適用されるものとします。 

第 2 条（契約の成立と解除） 

１．本契約は、申込書により各種サービスの利用を申し込み、販売代理店が承諾した時点で成立します。 

２．各種サービス毎の本契約の有効期間は、当該各種サービスに係る本契約の成立日より、サービス規約に定める有効

期間の満了日までとします。 

３．お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、販売代理店は何らの通知、催告を要せず直ちにお客様により申込

みがなされたすべての各種サービスに係る本契約の全部又は一部を解除できるものとします。なお、お客様が、次

の各号のいずれかに該当したときは、本契約の解除の有無を問わず、すべての各種サービスについてお客様は当然

に期限の利益を喪失し、販売代理店に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。 

  ①申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。 

  ②本規約の規定を含む本契約に違反し、又は違反するおそれがあると販売代理店が判断したとき。 

  ③差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれ

らのおそれがあるとき。 

  ④会社更生手続の開始、民事再生、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の

開始もしくは破産の申立てをしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

  ⑤解散決議をしたとき又は死亡したとき。 

  ⑥支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受

けたとき。 

  ⑦被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 

  ⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと販売代理店が認めたとき。 

  ⑨民事訴訟もしくは刑事訴追の対象（捜査報道がされた場合を含むものとします。）となり、又は、そのおそれが

あるとき（お客様の役員もしくは幹部社員・重要な使用人が対象となった場合を含みます。）。 

  ⑩反社会的勢力の構成員又は関係者であることが判明したとき。 

  ⑪法令、規則、公序良俗に違反、抵触する行為を行ったとき、もしくは、過去に行っていたことが判明したとき、

又はそれらのおそれがあるとき。 

  ⑫前各号に掲げる事項のほか、お客様の責めに帰すべき事由により、販売代理店の業務の遂行に支障を来たし、又

は来たすおそれが生じたとき。 

  ⑬サービス規約、本規約、これらを含む本契約、又はこれに付随して締結する契約の各条項のいずれかに違反した

とき、又は違反のおそれがあると販売代理店又はサービスキャリアが判断したとき。 

  ⑭その他、販売代理店又はサービスキャリアがお客様に対して各種サービスを提供することが不適当と判断したと

き。 

４．お客様が各種サービスに係る本契約を解約する場合は、サービス規約の定めに従うものとします。 

５．お客様が各種サービスに係る本契約を解約する場合、お客様は、解約理由の如何を問わず、本契約の解約日までの

各種サービスの利用に伴う利用料金、手数料、費用等の一切、解約に際して発生する違約金や手数料、及び、その

他販売代理店に対する一切の債務（販売代理店を通じて行うサービスキャリアへの支払債務がある場合は当該債務

を含みます。）を、販売代理店の指定する期日までに販売代理店に対し弁済するものとします。 

第 3 条（各種サービスの利用条件） 

１．お客様は、申込書の記載に基づき、サービス規約に従うことを条件に、申込書により申込みを行った各種サービス

を利用することができます。 

２． 「EPG」ブランドに係る商標権その他一切の権利は、ブランドホルダーである株式会社 EPG（以下「ブランドホル

ダー」といいます。）に帰属します。お客様は、「EPG」ブランドの信用、価値、社会的地位等の毀損につながり、

又はそのおそれのある行為をしてはならず、その他ブランドホルダーの権利を侵害し、又はそのおそれのある行為

をしてはならないものとします。 

３．お客様が本規約若しくはサービス規約に違反又は抵触する行為を行った場合、それにより、ブランドホルダー、サ

ービスキャリア、統括代理店もしくは販売代理店、又はその他第三者が被った損害、損失、費用負担については、

お客様は、直ちに賠償及び補償を行わなければならないものとします。 

４．お客様は、販売代理店が本規約に基づき取り扱う各種サービス、及び、各種サービスの内容については、サービス

キャリア、統括代理店又は販売代理店に、その設定や変更を行う権利があることを予め承認し、お客様に対する通

知をすることなく、各種サービスの内容の変更、取扱い対象となる各種サービスの変更・停止・終了する場合があ

ることを、予め承諾することとします。これによりお客様に損害、損失等が発生した場合であっても、サービスキ

ャリア、統括代理店及び販売代理店は、責任を負わないものとします。 

第 4 条（料金） 

１．各種サービスの利用料金は、申込書の各種サービスの金額欄に記載された金額とし、販売代理店の指定する期日ま

でに、以下の方法により支払うものとします。 

  ①申込書の各種サービスの備考欄に記載された方法 

  ②その他販売代理店が別途定める方法 

２．各種サービスの利用料金において、月額料金、年額料金の日割り計算は行わないこととします。なお、各単位（1 

ヵ月、１年）に満たない日数分については、切上げでの取扱いとします。 

３．本契約の有効期間中に、租税法規の変更による公租公課の増額が行われた場合、当該増額分は全てお客様が負担す

るものとします。 

４．販売代理店は、お客様が本契約に基づく債務の支払を遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至

るまで、1 年を 365 日とする年率 14.5％の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。 

第 5 条（各種ツールの提供） 

   販売代理店は、各種サービスにおいて、販売代理店が必要と認める場合には、販売代理店が指定する方法によ

り、各種サービスの管理用インターフェース、プログラム、ツールなどの一切（以下「各種ツール」といいま

す。）を使用する権利をお客様に付与するものとし、お客様は販売代理店の指示に従い、各種ツールを使用するも

のとします。 

第 6 条（各種サービスの停止） 

   以下のいずれかの事由が生じた場合、各種サービスの提供が停止となり、又は各種サービスの提供が遅延するこ

とがあります。なお、この場合において、お客様又は第三者に生じた損害について、販売代理店等（販売代理店、

統括代理店、サービスキャリア、ブランドホルダーの総称をいいます。以下同じ。）、は一切責任を負わないものと

します。 

①天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 

②販売代理店等の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合 

③販売代理店等の電気通信設備の保守・工事等を定期的又は緊急に行う場合 

④法令による規制、裁判所の決定等が適用された場合 

⑤機密情報の保持及び利用方法について疑義が生じた場合 

⑥販売代理店等が各種サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合 

⑦ブランドホルダー、サービスキャリア又は統括代理店が各種サービスを停止した場合 

第 7 条（著作権等） 

１．各種サービスに係る申込・契約締結、利用等においてお客様から提供されたお客様の文章、画像、映像等（デー

タ、書面等、提供媒体や形式を問わず、以下「著作物」といいます。）に係る所有権、著作権、意匠権、知的財産

権その他一切の権利（以下「知的財産権等」といいます。）は、サービスキャリアとの関係においてはサービス規

約の定めに従うほか、販売代理店等に帰属するものとします。なお、お客様が従前より保有している知的財産権等

が著作物に含まれる場合等で、知的財産権等の帰属がお客様にある場合においても、販売代理店等はお客様から提

供された著作物の使用、翻案、頒布、譲渡等（頒布、譲渡先が使用することを含みます。）を行うことができるも

のとし、その限りにおいて、お客様は販売代理店等に対して当該著作物に係る知的財産権等の使用を無償、無期限

にて許諾するものとします。 

２．お客様は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、次のとおり販売代理店等が著作物及び知的財産権等を使用す

ることを許諾するものとします。また、お客様は、販売代理店等が本条による許諾に基づいて知的財産権等を使用

することに対して、著作者人格権を行使せず、また、著作者に行使させないものとします。 

  ①知的財産権等の全部又は一部を任意に選択して複製・加工・編集し、又はほかの情報素材などと組み合わせて販

売代理店等のサイトその他の媒体（以下「サイト等」といいます。）に掲出・掲載すること 
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  ②知的財産権等の全部又は一部を販売代理店等のサイト等又は前号により知的財産権等を掲載する販売代理店等の

サイト等に掲載商品の販売促進及び宣伝（販売代理店又は第三者の検索サービスから販売代理店のサイト等への誘

導を向上させるため、当該第三者に提供することを含みます。）のために使用すること。 

  ③お客様が当該お客様のサービス（当該お客様が管理運営するウェブサイトや当該お客様が開発したアプリケーシ

ョンを含みますが、これらに限りません。）又は第三者が行うサービスにおいて知的財産権等を表示すること（当

該お客様がその表示のために必要な範囲に限り、知的財産権等を複製し、公衆送信することを含みます。）を再許

諾すること。 

  ④前各号のほか、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用（複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻

訳、翻案及び出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含みます。）すること。 

第 8 条（お客様情報の取扱い） 

   販売代理店等は、申込書記載のお客様に関する情報、各種サービスの提供・利用又は本規約を含む本契約もしく

はサービス規約の遂行に関してお客様から提供され、又は販売店等が知り得たお客様に関する情報（個人情報を含

み、以下「お客様情報」といいます。）について、以下の目的で使用させていただくことがあり、お客様は、予め

これに同意するものとします。なお、販売代理店等は、お客様の個人情報について「個人情報保護方針」に基づき

適切に取り扱うものとします。 

①各種サービスの実施、提供 

②前号のほか、本規約、本契約、サービス規約に基づく業務、行為の実施 

③販売代理店等による商品の企画、開発、改良 

④販売代理店等が取扱う商品・サービスのご案内 

⑤上記各号の目的での販売代理店等の間での情報の共有 

第 9 条（第三者への委託） 

   販売代理店等は、各種サービスに係る業務の一部又は全部を、お客様の事前の承諾、又はお客様への通知を行う

ことなく、第三者に委託できるものとします。 

第 10 条（免責） 

１．販売代理店等は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、販売代理店等の支配することの

できない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 

２．販売代理店等は、各種サービス及び掲載情報の正確性、有用性、完全性、第三者の権利を侵害していないこと、そ

の他お客様による各種サービスの利用について一切の保証を行わず、各種サービスの利用に基づきお客様が損害を

被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 

３．通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による各種サービスの停止等により生じた損害、その他販売代理店等の

サービスに関してお客様又は第三者に生じた損害について、販売代理店等は一切責任を負わないものとします。 

４．お客様が本規約に違反したことによって生じた損害については、販売代理店等は一切責任を負いません。 

第 11 条（権利譲渡の禁止） 

   お客様は、販売代理店の承諾なくして、本契約に関する権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、

担保に供してはならないものとします。 

第 12 条（反社会的勢力の排除） 

１．お客様は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。 

①自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ 又は特殊知能暴

力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団 又 は個人（以下「反社会的勢力」

といいます。）ではないこと、 及び 、過去に反社会的勢力でなかったこと。 

②自己の役員 及び 従業員が反社会的勢力でないこと。 

③自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。 

④直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。 

⑤反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。 

⑥反社会的勢力を利用しないこと。 

２．お客様は、自ら又 は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。 

①当社 又 は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第９条各号に定める暴力的要求

行為 

②当社 又 は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

③当社に対し、脅迫的な言動 又 は暴力を用いる行為 

④偽計 又 は威力を用いて相手方の業務を妨害し、 又 は信用を毀損する行為 

⑤前各号に準ずる行為 

３．お客様の委託先（再委託が数次にわたるときはそのすべてを含み、委託先等、名称の如何を問わず、以下「委託

先」といいます。）にも、前二項の表明 及び 保証を行わせるものとし、委託先がこれに違反又 は抵触した場合、

お客様は委託先との契約の解除その他の必要な措置を講ずるものとします。 

なお、お客様は、自己の委託先が本条第１項 又 は第２項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当

社にその事実を報告するものとします。 

４．お客様は、お客様又 は委託先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを

拒否し、 又 は委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実

を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。 

５．当社は、お客様に前四項のいずれかの規定に違反している事実が発覚（報道されたことを含みます。）したとき

は、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等

その他お客様と当社との間で締結したすべての契約の全部 又 は一部を解除することができるものとします。

なお、本項による解除が行われた場合であっても、お客様は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行

わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、お客様に対する損害賠償請求は妨げられないも

のとします。 

第 13 条（損害賠償） 

   お客様が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、販売代理店等又は第三者に損害を与えた場合には、

販売代理店等又は第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものと

します。）等を全額賠償する責任を負うものとします。 

第 14 条（準拠法及び管轄裁判所） 

   本規約の準拠法は、日本法とし、本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易

裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 15 条（規約の変更） 

１．販売代理店は、本規約を変更することができるものとし、変更後の規約を通知又は販売代理店のホームページに掲

載した時点で、お客様が当該変更を承諾したものとみなします。 

２．前項のほか、サービスキャリアによりサービス規約が変更されることがあり、販売店による通知又はサービス規約

に定める方法により変更後のサービス規約が通知又は開示された時点で、お客様は当該変更を承諾したものとみな

します。 

以上 
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販売代理店等に関する情報 

 

【 サ ー ビ ス キ ャ リ ア 】 株式会社 EPG 

 

【 統 括 代 理 店 】 株式会社 EPG 

 

【 販 売 代 理 店 】 申込書の「販売店」欄に記載のとおりとします。 

 

【 ブ ラ ン ド ホ ル ダ ー 】 株式会社 EPG 

 

お問い合わせ窓口 

 

ご不明な点やお問い合わせ事項がございましたら、 

申込書の「販売店」欄に記載の事業者まで、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

 


